
内 視 鏡 検 査 と
ポ リ ペ ク に つ い て





検査と手術について
胃カメラ検査の例

ＥＦはファイバースコピーの略称です。
〔EFｰ胃・十二指腸〕と表記される場
合もございます。
Ｔ－Ｍとは、病理組織顕微鏡検査の
こと。
病理組織顕微鏡検査で調べるとき１
臓器につき８６０点算定できるのです
が、胃・十二指腸で１臓器になります。

ピロリ菌の検査や粘膜点墨法をした
ときは、その分の加算も忘れずに。



大腸内視鏡検査
〔ファイバースコピーによるもの〕
・Ｓ状結腸 900点
・下行結腸及び横行結腸 1,350点
・上行結腸及び盲腸 1,550点
〔カプセル型内視鏡によるもの〕

1,550点

大腸内視鏡検査（ファイバースコピーによるもの）



内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

〔内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術〕
・長径２センチメートル未満 5,000点
･長径２センチメートル以上 7,000点

「ポリペク」とか「ポリペクトミー」という言
葉。これは、ポリープや大腸がんを内視鏡的に
切除することです。

他に略称として、内視鏡的粘膜切除術をＥＭＲ、
内視鏡的粘膜下層剥離術をＥＳＤなんていうの
もあります。

病理組織の採取の場合は、組織の個数ではなく
１臓器につきです。

３臓器が限度となっています。



・臓器コード
820100866 ア 気管支及び肺臓
820100867 イ 食道
820100868 ウ 胃及び十二指腸
820100869 エ 小腸
820100870 オ 盲腸
820100871 カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
820100873 ク 直腸
820100874 ケ 子宮体部及び子宮頸部
830100612 コ その他；******



本日のまとめ

・ピロリ菌の検査や粘膜点墨法（ねんまくてんぼくほう）を
したときは、その分の加算も忘れずに算定してください

・前処置薬の算定にご注意ください

・GEを生検行っている場合の算定にご留意ください。

・悪性疑い病名を忘れないようご留意ください。



お 困 り の こ と 、

疑 問 点

ご ざ い ま し た ら

申 込 み

メ ー ル ア ド レ ス へ

お 気 軽 に

ご 連 絡 く だ さ い 。

ご静聴ありがとうございました


